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１．はじめに
　「商売人」や「ビジネスマン」というのは、証券・
金融業界からすれば、いわば「賞賛の言葉」である
のに対し、理系の世界や弁理士の世界からすれば、

「商売人」「ビジネスマン」というのは「蔑称」である、
ということを前号では指摘した。
　つまり、「あの先生は“商売人”だから・・・」とか、

「あそこの所長さんは“ビジネスマン”だから・・・」
というのは、もしその事務所に転職しようと考えて
いる者に言うのだとしたら、それは「あんな事務所
には行かないほうがよい」という意味であり、顧客
候補の企業に言うのだとしたら、それは「あの事務
所はロクな仕事をしないから、お付き合いすること
はお勧めしない」という意味だということである。

  令和元年
（2019年）       月          日（金）

No.  15044　１部377円（税込み）

11 1

電話：03-5715-8640(代)　FAX：03-3540-1997　E-mail：law@asamura.jp

	所　長　弁理士弁護士　浅　村　昌　弘	 会　長　弁理士　金　井　　　建	 相談役　弁理士　浅　村　　　皓	 	
	 　　　　後　藤　晴　男	 弁理士　池　田　幸　弘	 弁理士　井　上　洋　一	 弁理士　山　口　康　明
	 弁理士　水　本　義　光	 弁理士　大　塚　一　貴	 弁理士　望　月　良　次	 弁理士　下　村　克　彦	
	 弁理士　亀　岡　幹　生	 弁理士　白　江　克　則	 弁理士　畑　中　孝　之	 弁理士　平　山　啓　子
	 弁理士　篠　田　卓　宏	 弁理士　金　森　久　司	 弁理士　浅　野　裕一郎	 弁理士　弓　削　麻　理
	 弁理士　岩　見　晶　啓	 弁理士　橋　本　裕　之	 弁理士　北　川　　　亮	 弁理士　田　続　　　誠	
	 弁理士　松　宮　尋　統	 弁理士　中　山　博　登	 弁理士　水　野　裕　宣	 弁理士　原　　　亮　太
	 弁理士　伊　藤　由　里	 弁理士　田　中　祐　子	 弁理士　菊　間　修　史	 弁理士　岡　野　光　男
	 弁理士　大日方　和　幸	 弁理士　林　　　鉐　三

所　長　弁理士弁護士　浅　村　昌　弘	 　　　　　弁理士弁護士　後　藤　晴　男	 　　　　弁護士　松　川　直　樹	 　　　　弁護士　和　田　研　史
浅村法律事務所

弁理士
弁護士

 

☆成長戦略に必要な経営理論《知財版》�	… ⑴

知財と格差（その８：格差を作るのも知財、格差を埋めるのも知財。
自らの知的財産を自覚してそれを高めることが、結局は自らの繁栄に繋がる）

成長戦略に必要な経営理論《知財版》68

 正林国際特許商標事務所
所長弁理士　正林　真之



特 許 ニ ュ ー ス 令和元年（2019年）11月１日（金曜日）（　　　）（第三種郵便物認可）2

　同様に、「経営者」という言葉がある。これも、「あ
の先生は“経営者”だから・・・」、あるいはもっと
具体的に「あの先生は“弁理士”と言うよりもむし
ろ、“経営者”だから・・・」と言われれば、要は、「あ
の先生は、弁理士としては４流以下である」という
意味であり、これは即ち「三流にも満たない」とい
う侮辱であり、「弁理士としては、まったくなって
いない」という意味なのである。したがって、たい
ていの所長弁理士は“立派な経営者”と言われるこ
とを嫌う傾向にある。そしてそれは、「俺を三流と
言うな！　俺は決して三流などではない」という一
種の反論でもあるのだ。
　しかしながら、ここで少し観点を変えてみたい。
つまり、「自分は経営者などではない」「ましてや、
立派な経営者と呼ばれることなど、ご免こうむり
たい」と考えているような人物が、立派な経営者と
いうものになれるものなのだろうか、ということで
ある。言い方を変えれば、「良い経営者、ましてや
立派な経営者になろうなどとは微塵にも思っていな
かったのに、気付いてみたら、自然と立派な経営者
になっていた」などということが起こり得るのだろ
うか、ということである。もしそうなのだとしたら、
立派な経営者になるためには、強烈な意志など全く
必要が無いということになる。
　けれども、これについては、ごく身近な例とし
て、弁理士試験がある。弁理士試験は、以前よりも
極めて簡単になったため、難関資格とか、ましてや
超難関資格とは到底言えないようなものとなってし
まっているが、とはいえ、未だに合格率１割を切る

“それなりに難しい試験”として位置付けられている。
この弁理士試験の受験指導を行うにあたって、そこ
の講師がたまに口にするのが、「“合格したい”とい
う気持ちを強く持て！」とか、「“絶対に合格したい”
という強い意志を持つことが必要だ」ということで
ある。その裏には、「「受かりたい！」と強く思って
いたところでなかなか受からないのに、そういっ
た強い気持ちが無かったら、受かるわけがない」と、
そういう考え方がある。言い換えれば、「合格なん
て、どうでもいいや」とか、「まあ、受かったなら受
かったで、それはそれでいいかな・・・」ぐらいの
いい加減な気持ちでは、「是が非でも合格したい！」
と思っている人には勝てないということである。実
際、試験勉強というのは何かと辛いものなので、途
中で投げ出したくなることも多く、確かに、いい加

減な気持ちで臨むと、続けていられないという側面
がある。なので、多くの弁理士諸兄は、「生半可な
気持ちでは、弁理士試験には受からない」というこ
とに賛同すると思われる。そしてこれをさらに上位
概念に昇華すれば、「生半可な気持ちでは、難しい
と思われる事柄を達成することはできない」という
ことになるであろうか。
　では、話は戻って、経営者である。経営者になる
こと、ひいては“立派な経営者”になることという
のは、そんなに簡単なものなのだろうか。むろん、

「弁理士を辞めれば、簡単に金儲けをすることがで
きる」と思っていて、それを公言する人物にもお会
いしたことがある。そしてまた、そういった人物と
いうのは、「金儲けは簡単」、「金儲けするやつなど、
ろくなやつではない」、「金持ちというのは、きっと
何か悪いことをしている」、「大事務所の所長は、楽
してお金を稼いでいる」と思っていたりするもので
ある。
　ちなみに、上述の「弁理士を辞めれば、簡単に金
儲けをすることができる」と言って憚らなかった人
物が想定していることは、つまり「今の特許法その
他の法律に関する知識をもってすれば、いくらでも
悪いことをして金儲けすることができる」というこ
とであった。言うまでもなく、悪事や不正というの
は、簡単に金儲けをすることができるのである。「金
儲けは簡単」、「金儲けするやつなど、ろくなやつで
はない」、「金持ちというのは、きっと何か悪いこと
をしている」と思われるのは、こういった事情があ
るからである。
　しかし、良いことや正しいことをしてお金を稼ぐ
というのは、実は、それなりに難しいことなのであ
る。当然のことながら、“立派な経営者”になるのは
極めて難しく、そう簡単になれるものではない。だ
とすれば、“立派な経営者”になろうなどとは露ほど
にも思っていないような人物が、果たして立派な経
営者などになれるものなのだろうか。先に述べたよ
うに、弁理士試験ですら、合格しようという強い意
志が必要であり、生半可な気持ちでは弁理士になれ
ないのである。
　このように考えれば明白であるが、立派な経営者
というのは、そうなろうと思ってもなかなかなれな
いものなのである。なろうと思ってもなかなかなれ
ないというのに、そう思っていない人物など、そう
なれるわけがない。このように考えるほうが自然な


